
 

伊勢原市こども・若者の居場所づくり推進事業実施要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、こども・若者が身体的・精神的・社会的に将来にわたって

幸せな状態（ウェルビーイング）で、健やかに育まれるための環境づくりを推

進するため、学校や家庭以外の居場所の１つを確保するこども・若者の居場所

づくり推進事業（以下「事業」という。）について、必要な事項を定めるもの

とする。 

（実施主体） 

第２条 事業の実施主体は、伊勢原市とする。ただし、事業の一部を適切な事業

運営が確保できると認められる地域団体、社会教育団体等に委託し、又は協働

事業として実施することができる。 

（事業内容） 

第３条 市長は、次に掲げる事業を実施するものとする。 

(1) こども・若者が地域社会で安全安心に過ごすことができる居場所を確保す

る事業 

(2) こども・若者に様々な体験、交流、学習活動等の機会を提供する事業 

(3) こども・若者と地域の大人との積極的な参画・交流による地域コミュニテ

ィの充実を図る事業 

(4) 前各号に掲げるもののほか、こども・若者が地域社会で健やかに育まれる

ための環境づくりを推進するために必要な事業 

（事業の愛称） 

第４条 事業の愛称は、「わかばリビング」とする。 

（実施施設） 

第５条 市長は、公民館やコミュニティセンター、自治会集会施設等の地域コミ

ュニティ施設で事業を実施するものとする。 



 

（対象者） 

第６条 事業の対象者は、０歳から１８歳までのこども・若者及びその保護者と

する。ただし、実施内容によって、概ね３０歳までの者を対象にすることがで

きる。 

（実施日及び実施時間） 

第７条 市長は、実施施設の管理者と協議を行い、放課後や学校休業日等におい

て実施日及び実施時間を設定するものとする。 

（費用負担） 

第８条 こども・若者は、無料で事業に参加できるものとする。ただし、教材等

が必要な場合、市長は、実費相当額の費用徴収ができるものとする。 

２ 自治会集会施設等の地域コミュニティ施設を利用して事業を実施する場合に

おける施設管理者と市との費用負担については、双方の協議により決定する。 

（こども活動指導員） 

第９条 市長は、こども・若者の活動の見守りや遊びの指導等を行うため、こど

も活動指導員を配置するものとする。 

２ こども活動指導員は、次に掲げる職務を行うものとする。 

(1) こども・若者の活動の見守り 

(2) こどもの遊びの指導 

(3) こども・若者からの相談対応 

(4) 行事・イベントの企画及び運営 

(5) こども活動サポーターとの連携・協力 

(6) その他事業の実施に関し必要な事項 

（こども活動サポーター） 

第１０条 市長は、地域住民や地域団体等の中からこども活動サポーターを募る

ことができる。 



 

２ こども活動サポーターは、次に掲げる職務を行うものとする。 

(1) こども・若者の活動の見守り 

(2) こどもの遊びの指導 

(3) 行事・イベントの企画及び運営 

(4) こども活動指導員との連携・協力 

(5) その他事業の実施に関し必要な事項 

３ こども活動サポーターの申込みをする者は、こども活動サポーター申込書

（第１号様式）を、市長に提出しなければならない。 

（守秘義務） 

第１１条 こども活動指導員、こども活動サポーター、その他事業関係者は、そ

の信用を失墜させるような行為をしてはならない。 

２ こども活動指導員、こども活動サポーター、その他事業関係者は、活動上知

り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 

（庶務） 

第１２条 事業に関する事務は、こども・若者の居場所づくり推進事業主管課に

おいて行う。 

（その他） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、

市長が別に定める。 

附 則（令和８年３月１８日告示第４７号） 

この告示は、令和８年４月１日から施行する。  



 

第１号様式（第１０条関係） 

こども活動サポーター申込書 

 年  月  日 

伊勢原市長 殿 

 

 次のとおり、こども活動サポーターへの登録を申し込みます。 

 

フリガナ 

登録者氏名 
 

生年月日 

(年齢) 

西暦 

  年   月   日

(  歳) 

住 所 
〒 

 

電話番号 
 

メールアドレス 
 

活動団体 

※ご自身が活動している団体等があれば記入してください 
(手芸ｻｰｸﾙ､ﾀﾞﾝｽｻｰｸﾙ等) 

協力いただける日 
（例）毎月第１水曜日 

 

＜参考＞ 
こどもたちに指導

できる活動内容 

※参考にお尋ねします。該当するものがある場合にのみご記入く

ださい 
 
□昔遊び  □工作  □手芸  □囲碁・将棋 
□ダンス  □宿題のサポート  □外国語（     語） 
□スポーツ（                     ） 
□その他（具体的に                  ） 

※ここに記載されている個人情報については、本人の許可なく、関係業務以外には使用しません。 


